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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　人事委員会規則� 所管課（室）名

○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則� 人事委員会事務局

○職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則� 〃

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年４月10日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第13号

　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

　管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年長崎県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

組織 職員

略

知事部局 本庁 部長　危機管理対策監　福祉保

健部こども政策局長　理事　

政策監　技監　次長　参事監

　課長　室長　県民センター長

　総務事務センター長　企画監

　医療監　秘書課行幸啓班参事

　政策企画課参事　総務文書課

法制・公益法人班参事　基地対

策・国民保護課参事　交通・地

域安全課参事　水環境対策課参

事　自然環境課参事　福祉保健

課保健看護監　福祉保健課企画

予算班参事　医療人材対策室参

事　農業イノベーション推進室

参事　農山村振興課参事　農産

加工流通課参事　農村整備課参

事　総括課長補佐　政策調整

課課長補佐（総務・予算担当）

　政策調整課課長補佐（政策調

整担当）　政策企画課課長補佐

（未来戦略企画担当）　政策企

画課課長補佐（連携推進担当）

別表（第２条関係）

組織 職員

略

知事部局 本庁 部長　危機管理対策監　福祉保

健部こども政策局長　理事　

政策監　技監　次長　参事監

　課長　室長　県民センター長

　総務事務センター長　企画監

　医療監　秘書課行幸啓班参事

　政策企画課参事　総務文書課

法制・公益法人班参事　基地対

策・国民保護課参事　交通・地

域安全課参事　水環境対策課参

事　自然環境課参事　福祉保健

課保健看護監　福祉保健課企画

予算班参事　農業イノベーショ

ン推進室参事　農山村振興課参

事　農産加工流通課参事　農村

整備課参事　総括課長補佐　政

策調整課課長補佐（総務・予

算担当）　政策調整課課長補佐

（政策調整担当）　政策企画課

課長補佐（未来戦略企画担当）

　政策企画課課長補佐（連携推

進担当）　政策企画課課長補佐
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　政策企画課課長補佐（総合計

画担当）　総務文書課総務・予

算班課長補佐　秘書課調整監　

秘書課課長補佐　広報課課長補

佐　人事課課長補佐　新行政推

進室課長補佐　財政課課長補佐

　管財課管理班課長補佐　防災

企画課防災企画班課長補佐　防

災企画課課長補佐（大村駐在）

　地域づくり推進課総務企画班

課長補佐　文化振興・世界遺産

課総務企画班課長補佐　県民生

活環境課総務・予算班課長補佐

　福祉保健課総務調整班課長補

佐　障害福祉課管理班課長補佐

　農政課総務・予算班課長補佐

　監理課総務・予算班課長補佐

　部主管課総務係長　秘書課秘

書班係長　人事課係長　新行政

推進室係長　財政課係長　こど

も未来課総務・予算班係長　産

業政策課総務・予算班係長　漁

政課係長（総務・予算担当）　

人事課主任主事（人事又は給与

担当）　新行政推進室主任主事

（人事担当）　人事課主事（人

事又は給与担当）　新行政推進

室主事（人事担当）　船長

略

出納局 会計管理者　課長　室長　企画

監　総括課長補佐　総務調整班

係長

教育委員会 本庁 教育政策監　教育次長　課長　

室長　人事管理監　体育指導監

　企画監　参事（人事担当）　

総括課長補佐　教育政策課人材

戦略班課長補佐　教育政策課法

務・給与制度班課長補佐　教育

政策課旅費給与班課長補佐　義

務教育課課長補佐（人事担当）

　高校教育課課長補佐（人事担

当）　管理主事　教育政策課係

長（人事担当）　義務教育課係

長（人事担当）　高校教育課係

長（人事担当）　教育政策課主

任主事（人事又は給与担当）　

教育政策課主事（人事担当）

略

略

備考　

　１～３　略

　４�　医療人材対策室参事とは、医師確保推進班、看護師

確保推進班を除く参事をいう。

（総合計画担当）　総務文書課

総務・予算班課長補佐　秘書課

調整監　秘書課課長補佐　広報

課課長補佐　人事課課長補佐　

新行政推進室課長補佐　財政課

課長補佐　管財課管理班課長補

佐　防災企画課課長補佐（大村

駐在）　地域づくり推進課総務

企画班課長補佐　文化振興・世

界遺産課総務企画班課長補佐　

県民生活環境課総務・予算班課

長補佐　福祉保健課総務調整班

課長補佐　医療人材対策室課長

補佐　障害福祉課管理班課長補

佐　農政課総務・予算班課長補

佐　監理課総務・予算班課長補

佐　部主管課総務係長　政策企

画課係長(連携推進担当)　秘書

課秘書班係長　人事課係長　新

行政推進室係長　財政課係長　

防災企画課防災企画班係長　こ

ども未来課総務・予算班係長　

産業政策課総務・予算班係長　

漁政課係長（総務・予算担当）

　人事課主任主事（人事又は

給与担当）　新行政推進室主任

主事（人事担当）　人事課主事

（人事又は給与担当）　新行政

推進室主事（人事担当）　船長

略

出納局 会計管理者　課長　室長　企画

監　総括課長補佐　総務調整班

課長補佐

教育委員会 本庁 教育次長　課長　室長　人事管

理監　体育指導監　企画監　参

事（人事担当）　総括課長補佐

　教育政策課人材戦略班課長補

佐　教育政策課法務・給与制度

班課長補佐　教育政策課旅費

給与班課長補佐　義務教育課課

長補佐（人事担当）　高校教育

課課長補佐（人事担当）　管理

主事　教育政策課係長（人事担

当）　義務教育課係長（人事担

当）　高校教育課係長（人事担

当）　教育政策課主任主事（人

事又は給与担当）　教育政策課

主事（人事担当）

略

略

備考　

　１～３　略

　４�　医療人材対策室課長補佐とは、医師確保推進班、看

護師確保推進班を除く課長補佐をいう。
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　５～９　略

　10�　人事委員会事務局課長補佐とは、班長となる課長補

佐各１名をいう。

５～９　略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年４月10日

� 長崎県人事委員会委員長　水上　正博　

長崎県人事委員会規則第14号

　　　職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則

　職員の給料等の支給に関する規則（昭和33年長崎県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第２（第７条関係）

組織 職 区分

略

教育庁（学

校以外の教

育機関を含

む。）

本庁 教育政策監 ２種

略

略

別表第２（第７条関係）

組織 職 区分

略

教育庁（学

校以外の教

育機関を含

む。）

本庁

略

略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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